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平成２２年４月１日 �

　

神
崎
・
大
河
内
統
合
中
学
校
及

び
大
山
・
粟
賀
統
合
小
学
校
（
幼

稚
園
）
整
備
事
業
の
状
況
を
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

　

統
合
小
学
校
（
幼
稚
園
）
の
校

名
に
つ
い
て
、
多
数
の
応
募
の
中

か
ら
統
合
準
備
会
の
総
務
部
会
に

お
い
て
「
神
崎
小
学
校
」「
神
崎

幼
稚
園
」
に
決
定
し
、「
神
河
中
学

校
」
と
あ
わ
せ
て
３
月
定
例
議
会

で
承
認
さ
れ
決
定
し
ま
し
た
。

�

�
�
�
�
��

　
　

（
平
成　

年
４
月
１
日
開
校
）

２３

�
�
�
�
�

　

３
月
に
入
札
を
実
施
し
、
平
成

　

年
３
月
末
完
成
を
目
指
し
て
、

２３４
月
上
旬
か
ら
工
事
に
着
手
し
ま

す
。

　

近
隣
の
皆
様
に
は
、
工
事
中
ご

迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

�
�
�
�
�
�

�
�
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「
神
河
町
立
神
河
中
学
校
」に

決
定

��

�

　

７
月
ま
で
に
完
成
予
定

��

�

　

中
学
生
の
作
品
に
決
定
し
て
い

ま
す
が
、
校
正
中
で
す
。
決
定

次
第
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�

　

規
約
、
活
動
計
画
等
に
つ
い
て

完
了
し
て
い
ま
す
。

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

��

�
�
１
�
ま
で
）

　

柏
尾
の
一
部

�
�
�
�
１
�
〜
約
４
�
）

　

貝
野
、
寺
野
、
加
納
、
東
柏
尾

及
び
柏
尾
、
福
本
の
一
部

��

�
�
６
�
以
上
）

�
�
�
�
�
�
�
�
	

　
（
約
４
�
〜
約
６
�
）

　

中
村
、
粟
賀
町
、
吉
冨
及
び
福

本
の
一
部
は
自
転
車
か
バ
ス
の

選
択
と
な
り
ま
す
。

※
大
河
内
エ
リ
ア
は
、
現
状
と
変

更
あ
り
ま
せ
ん
。

�
�
�

�
�
�

　

県
道
を
基
本
の
通
学
路
と
し
て
、

安
全
対
策
の
た
め
の
整
備
を
早

急
に
行
い
ま
す
。

��

�

　

運
行
ル
ー
ト
、
時
間
等
に
つ
い

て
検
討
し
て
い
ま
す
。
決
定
次

第
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�

�
�
�

　

両
校
に
あ
る
部
活
動
を
そ
の
ま

ま
実
施
し
ま
す
。
統
合
後
も
全

員
入
部
制
と
し
、
統
合
後
の
２
、

３
年
生
の
転
部
に
つ
い
て
は
認

め
る
方
向
で
協
議
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
平
成　

年
度
の
総
体
後
、

２２

合
同
練
習
等
を
実
施
す
る
予
定

で
す
。

��

�

�
��

詰
襟
標
準
学
生
服

（
現
行
ど
お
り
）

�
��

各
メ
ー
カ
ー
か
ら
の
提
案

を
受
け
検
討
中
で
す
。

�
�
�

　

学
校
指
定
品
の
体
操
服
、
鞄
、

靴
等
に
つ
い
て
は
順
次
決
定
し

て
い
き
ま
す
。

�

�
�
�
�
�
�
�
	


��

　
　

（
平
成　

年
４
月
１
日
開
校
）

２５

�
�
�
�
�
�
�
�
	

　

町
の
実
質
負
担
額
等
に
つ
い
て
、

�
木
造
校
舎
、
�
木
造
と
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
の
混
合
校
舎
、
�
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
校
舎
、
�
現
神

崎
中
学
校
校
舎
の
耐
震
補
強
と
増

築
の
４
案
で
比
較
検
討
し
た
結
果
、

木
造
と
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
混

合
校
舎
で
実
施
す
る
こ
と
に
決
定

し
ま
し
た
。（
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
平
成　

年
２
月
の
町
長
メ
ッ

２２

セ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。）

　

現
在
、
設
計
委
託
業
者
に
よ
る

基
本
設
計
を
行
っ
て
い
ま
す
。
大

山
、
粟
賀
小
学
校
４
年
生
以
上
に

よ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
地
域
・

保
護
者
に
よ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

を
開
催
し
、
そ
の
中
で
出
た
意
見

を
基
本
設
計
に
生
か
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
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�
�
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�
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�

　
「
神
河
町
立
神
崎
小
学
校
」「
神

河
町
立
神
崎
幼
稚
園
」
に
決
定

�
�
�
�
�

　

今
後
、
協
議
検
討
し
ま
す
。

※
通
学
、
通
園
関
係
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
関

係
、
幼
稚
園
関
係
等
に
つ
い
て

は
、
決
定
次
第
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


　

基
本
設
計
を
検
討
を
す
る
た
め

に
、
両
校
区
内
の
各
種
団
体
の
代

表
の
方
に
お
世
話
に
な
り
建
設
検

討
委
員
会
を
設
置
し
ま
し
た
。

　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
等
の
意
見
を

協
議
し
、
基
本
設
計
を
作
成
し
て

い
き
ま
す
。
２
月　

日
に
は
木
造

２６

と
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
混
合
校

舎
の
視
察
研
修
を
行
い
ま
し
た
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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次
の
よ
う
な
と
き
は
、
必
要
書
類
と
印
鑑
を
持
参
の
う
え
、　

日
以
内
に
住
民
生

１４

活
課
、
ま
た
は
神
崎
支
庁
舎
へ
必
ず
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

届
出
が
遅
れ
る
と
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
保
険
税
を
納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
し
、

適
切
な
給
付
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
職
場
の
健
康
保
険
に
加

入
さ
れ
た
場
合
や
家
族
の
健
康
保
険
の
被
扶
養
者
に
な
ら
れ
た
場
合
に
は
、
喪
失
手

続
き
を
さ
れ
な
い
と
二
重
に
保
険
税
を
か
け
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
速
や

か
に
届
け
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

必　　要　　書　　類こ　　ん　　な　　と　　き

他市区町村の転出証明書他市区町村から転入したとき

国保に加入
するとき

健康保険資格喪失証明書職場の健康保険を喪失したとき

国民健康保険証・出生届子どもが生まれたとき

保護廃止決定通知書生活保護を受けなくなったとき

国民健康保険証他市区町村へ転出するとき

国保を喪失
するとき

国民健康保険証
職場の健康保険証

職場の健康保険に加入したとき

国民健康保険証国保の被保険者が死亡したとき

国民健康保険証
保護開始決定通知書

生活保護に該当したとき

国民健康保険証住所・氏名・
世帯主が変わったとき

その他
国民健康保険証世帯の分離・合併をしたとき

国民健康保険証
在学証明書

就学などのため住所変更したとき

身分を証明するもの保険証をなくしたとき

問い合わせ　住民生活課　�３４－０９６２

����������
��������	�
�����

　農用地区域内の農地（ほ場整備済の土地）
に建物を建てるためには、転用申請をするま
でに、まず農業振興地域からの除外申請（町・
農業委員会の承認及び県の認可）手続きが必
要です。
　本来、ほ場整備済の田、畑などは、農業の
振興を図ることを目的としていますので、こ
の土地に近々、
・農家用住宅を建てたい
・農業用倉庫を建てたい
・ほ場整備事業完了後８年以上を経過した農
地に農家用住宅・農業用倉庫を建てたい

　など、以上のような計画のある方は、５月
１４日（金）までに農用地区域からの除外申
請書を地域振興課へ提出してください。申請
書は地域振興課にあります。
　詳しくは、地域振興課、または地元農業委
員さんにお尋ねください。

��������	
��� 

　農地法の改正により、農業委員会は標準小作料制度
に代わり、地域における賃料の目安として実勢の賃借
料情報を提供することになりました。
　町内の平成２１年中の賃貸借料、使用貸借料は、次の
とおりです。賃料は１０ａ当たりの単価です。

���������	
������

　

��������	
���

問い合わせ　地域振興課（農業委員会事務局）
　　　　　　�３４－０９６０

��������	
��	

契約数（件）平均賃料（円）
１４５,６３１農地全体
１２６,０７０田
２３,０００畑

平均賃料（円）
１０,０００円最高額
３,０００円最低額

契約数（件）賃料（円）
１４００農地全体
１３６０田
４０畑

�
�
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�
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平成２２年４月１日 �

　後期高齢者医療制度の保険料を決める基準である保険料率（均等割額と所得割率）は２年ごとに見直され
ます。
　医療費の増加に伴い保険料を引き上げることが避けられない状況で、広域連合決算剰余金約６７億円の活用
と兵庫県に設置している財政安定化基金から約２１億円を取り崩し、合計約８８億円を繰り入れることにより、
均等割額を据え置くとともに、所得割率の上昇を０.１６ポイントに抑制しました。

����

���������	
�
　年間の保険料は、一人ひとりが等しく負担する「均等割額」と前年の所得に応じて負担する「所得割額」
の合計となります。

　　　　　　　　　　　　＝　　　　　　　　　　＋

　　※総所得金額等とは、収入額から控除額を引いた金額です。ここでいう控除額とは、公的年金等控除額、
給与所得控除額、必要経費のことをいい、所得控除（社会保険料控除、扶養控除等）は含みません。

問い合わせ　住民生活課　後期高齢者医療係　　　　　　�３４－０９６２　
　　　　　　兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局　　　�（０７８）３２６－２０２１

��������	
�
　個人ごとの保険料額は、７月中旬に送付する保険料額決定通知書でお知らせします。

���������
　次の方は、平成２１年中の所得に応じて平成２２年度の保険料額が軽減されます。軽減額は平成２１年度と
同額です。

������

　　平成２１年中の世帯（世帯主と世帯内の被保険者）の総所得金額等が一定の金額以下の方

　※６５歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大１５万円を控除し、軽減判定
されます。

　注１）本来は７割軽減ですが、軽減措置により平成２２年度は８.５割軽減となります。

������

　　所得割額算定にかかる所得（総所得金額等－基礎控除額３３万円）が５８万円（年金収入のみの場合は、
　２１１万円）以下の方は所得割額が５割軽減されます。

��������	
�
　制度に加入する前日に会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった方は、当分の間、所得割額はか
からず、均等割額が５割軽減されます。
　さらに特例として、平成２２年度は均等割額が９割軽減され、年額４,３９２円となります。
　なお、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象にはなりません。

��������	
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平成２０・２１年度平成２２・２３年度

４３,９２４円４３,９２４円均等割額

８.０７％８.２３％所得割率

保険料額（年額）

（上限５０万円）

均等割額

４３,９２４円

所　　得　　割　　額

（※総所得金額等－３３万円）×　所得割率８.２３％

軽減割合（軽減後均等割額：年額）総所得金額等（被保険者＋世帯主）が次の基準以下の世帯

９割（４,３９２円）被保険者全員の各所得
（年金所得は控除額を８０万円として計算）が０円基礎控除額

（３３万円）
７割（１３,１７７円）→８.５割（注１）（６,５８８円）上記以外

５割（２１,９６２円）基礎控除額（３３万円）＋２４.５万円×被保険者の数（被保険者であ
る世帯主を除く）

２割（３５,１３９円）基礎控除額（３３万円）＋３５万円×被保険者の数
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問い合わせ　住民生活課　�３４－０９６２

場　　　所日　　　時

新田公民館
作畑秀峰館
大原口バス停前
大畑コミュニティセンター
越知６ 組集会所（上越知）
越知公民館
岩屋公民館

１３：４０～１３：５０
１３：５５～１４：００
１４：１０～１４：１５
１４：２０～１４：２５
１４：３５～１４：４５
１４：５０～１５：００
１５：０５～１５：２０
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�犬の飼い主には、『狂犬病予防法』によって飼っている犬（生後９１日以上）に、年１回必ず狂犬病予防注
射を受けさせることと、犬を取得した日から３０日以内に、その犬の所在地を管轄する市町村に犬の登録をす
ることが義務付けられています。
　町では、下記の日程で集合注射を予定していますので、この機会にぜひ狂犬病予防注射を受けてください。
　また、新しく犬を飼われた方には、新規登録も同時に受け付けます。
　なお、下記の集合注射を受けられない場合は、かかりつけの動物病院で受けてください。
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センター根宇野
根宇野５組集会所
山田６組集会所
山田新生館
中村ドリームホール
粟賀町公民館
旧福本公民館駐車場
加納営農センター

１３：３０～１３：４０
１３：４５～１３：５０
１３：５５～１４：００
１４：０５～１４：１５
１４：２０～１４：３０
１４：３５～１４：４５
１４：５０～１５：００
１５：１０～１５：２０
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奥猪篠（小畑さん宅下）
猪篠集落センター
猪篠消防ポンプ庫
大山なかよし会館
大山財産区事務所
吉冨グラウンド
吉冨集落センター
神崎支庁舎

１３：３０～１３：４０
１３：４５～１３：５０
１３：５５～１４：００
１４：１０～１４：２０
１４：２５～１４：３０
１４：４０～１４：５０
１４：５５～１５：０５
１５：１０～１５：２０

�
��

�
�
�
�

��

場　　　所日　　　時

福山（旧藤澤さん牛舎前）
貝野営農センター
寺野老人憩いの家
野村集会所
新野研修集会指導施設
安保勉さん宅前
比延公民館
上岩多目的集会所
秋桜タウン前

１３：３０～１３：４０
１３：４５～１３：５０
１３：５５～１４：００
１４：０５～１４：１５
１４：２０～１４：３０
１４：３５～１４：４０
１４：５０～１４：５５
１５：００～１５：１０
１５：１５～１５：２０

�
��

�
�
�
�

��

祇園南橋前
上小田活動促進センター
上小田駐在所前
横瀬バス停
南小田農村環境改善センター
日和バス停
宮野公民館
高朝田農事集会所

１３：３０～１３：３５
１３：４０～１３：４５
１３：５０～１４：００
１４：１０～１４：２０
１４：２５～１４：３５
１４：４０～１４：４５
１４：５０～１５：００
１５：０５～１５：１５

�
��

�
�
�
�

��

川上文化会館
川上口バス停
大川原集会所
長谷天理教前
栗公民館
渕集会所
長谷支所
為信橋前駐車場

１３：３０～１３：３５
１３：４０～１３：５０
１４：００～１４：０５
１４：１０～１４：１５
１４：２０～１４：３０
１４：４０～１４：４５
１４：５５～１５：０５
１５：１０～１５：２０

�
��

�
�
�
�

��

大河農業構造改善センター
阿田昌己さん宅横
鍛治バス停前
寺前生活改善センター
東柏尾集落センター
柏尾ふれあい館
中央公民館

１３：３０～１３：４０
１３：４５～１３：５０
１３：５５～１４：０５
１４：１０～１４：２０
１４：３０～１４：３５
１４：４０～１４：５０
１４：５５～１５：０５

�
��

�
�
�
�

��

��������	
�
��������	�
�������������
���������	
	����
��������	
�������������
��������	
�������������
��������	
�����������
��������		
��������������
��������	
��

合　計登録料金注射料金　　　　　　　　　　　料金
区分　　　　　　　　　　

3,200 円－3,200 円登録済みの犬
6,200 円3,000 円3,200 円新しく飼い始めた未登録の犬
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�
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投
票
日　

４
月　

日
（
日
）

２５

投
票
時
間　

午
前
７
時
〜
午
後
８
時

　

任
期
満
了
に
伴
う
神
河
町
議
会

議
員
選
挙
を
、
４
月　

日
（
火
）

２０

告
示
、
４
月　

日
（
日
）
投
開
票

２５

の
日
程
で
執
行
し
ま
す
。

　

尊
い
一
票
を
無
駄
に
し
な
い
よ

う
、
必
ず
投
票
し
ま
し
ょ
う
。

�
�
�
�
�

　

投
票
日
当
日
に
、
仕
事
や
買
い

物
、
レ
ジ
ャ
ー
な
ど
の
予
定
が
あ

る
方
は
、
期
日
前
投
票
を
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

期　

間　

４
月　

日
（
水
）

２１

　
　
　
　

〜　

日
（
土
）
４
日
間

２４

開
設
時
間

　

本
庁
舎
・
神
崎
支
庁
舎

　
　

午
前
８
時　

分
〜
午
後
８
時

３０

　

セ
ン
タ
ー
長
谷

　
　

午
前
８
時　

分
〜
午
後
５
時

３０

�
�
�
�
�

　

不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
に

指
定
さ
れ
て
い
る
病
院
や
老
人
ホ

ー
ム
に
入
院
・
入
所
さ
れ
て
い
る

方
は
、
そ
の
施
設
に
お
い
て
不
在

者
投
票
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
神
河
町
に
住
所
を
置
き

な
が
ら
、
学
生
や
勤
務
の
関
係
で

他
市
町
村
に
滞
在
さ
れ
て
い
る
方

も
、
滞
在
地
の
選
挙
管
理
委
員
会

（
市
役
所
・
役
場
）
に
お
い
て
不

在
者
投
票
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
こ
の
投
票
は
、
郵
便
で
の
取

扱
い
と
な
る
こ
と
か
ら
、
数
日
間

の
日
数
を
要
し
ま
す
の
で
、
ご
希

望
の
方
は
４
月　

日
（
火
）
ま
で

２０

早
め
に
ご
相
談
い
た
だ
く
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

次
の
事
由
に
該
当
す
る
方
（
肝

臓
機
能
障
害
が
追
加
）
は
、
自
宅

に
居
な
が
ら
郵
便
に
よ
り
不
在
者

投
票
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

郵
便
等
投
票
証
明
書
の
交
付
申
請

が
必
要
で
す
の
で
、
お
早
め
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

①
次
に
該
当
す
る
身
体
障
害
者
手

　

帳
を
お
持
ち
の
方

・
両
下
肢
、
体
幹
の
障
害
、
移
動

　

機
能
の
障
害
…
１
、
２
級
の
方

・
心
臓
、
腎
臓
、
呼
吸
器
、
ぼ
う

　

こ
う
、
直
腸
、
小
腸
の
障
害
…

　
　
　
　
　
　
　

１
、
３
級
の
方

・
免
疫
、
肝
臓
の
障
害
…

　
　
　
　
　
　
　

１
〜
３
級
の
方

②
介
護
保
険
証
に
要
介
護
状
態
区

　

分
が
要
介
護
５
で
あ
る
方

�
�
�
�
�
�
�

　

先
の
町
長
選
挙
の
際
と
同
様
に

投
票
目
的
で
バ
ス
を
利
用
さ
れ
る

場
合
の
バ
ス
代
金
の
無
料
化
、
独

居
高
齢
者
や
車
い
す
等
を
利
用
さ

れ
て
い
る
方
の
投
票
所
へ
の
送
迎

を
行
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、
選
挙

前
に
送
付
す
る
チ
ラ
シ
（
投
票
所

入
場
券
封
筒
に
同
封
）
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

選
挙
管
理
委
員
会

�
３
４
―

０
０
０
１

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
�

　

子
ど
も
手
当
は
、
次
代
の
社
会

を
担
う
子
ど
も
の
健
や
か
な
育
ち

を
社
会
全
体
で
応
援
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
制
度
で
、
児
童
手
当

に
代
わ
り
４
月
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

支
給
対
象
者

　

出
生
か
ら　

歳
到
達
後
、
最
初

１５

の
３
月　

日
ま
で
の
間
に
あ
る

３１

子
ど
も（
中
学
校
終
了
前
児
童
）

を
養
育
し
て
い
る
方
に
支
給
さ

れ
ま
す
。

支
給
額
（
子
ど
も
一
人
当
た
り
）

　

月
額
１
３
０
０
０
円

　

認
定
日
の
翌
月
か
ら
支
給
さ
れ

　

ま
す
。

所
得
制
限

　

所
得
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

支
払
時
期

　

原
則
と
し
て
、
毎
年
２
月
、
６

月
、　

月
に
そ
れ
ぞ
れ
の
前
月

１０

分
ま
で
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
本
年
６
月
は
４
月
、
５

月
分
を
支
給
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	



　

児
童
手
当
か
ら
子
ど
も
手
当
へ

の
円
滑
な
移
行
を
行
う
た
め
、
３

月　

日
現
在
で
、
養
育
し
て
い
る

３１

子
ど
も
が
小
学
生
以
下
（
平
成　
２２

年
３
月
卒
業
の
小
学
生
も
含
む
。）

の
み
の
児
童
手
当
の
受
給
者
は
申

請
す
る
こ
と
な
く
、
児
童
手
当
の

受
給
資
格
を
子
ど
も
手
当
の
受
給

資
格
に
引
き
継
ぎ
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

次
の
事
由
に
該
当
す
る
方
は
、

子
ど
も
手
当
を
受
給
す
る
た
め
に

手
続
き
が
必
要
で
す
。

�
４
月
以
降
に
出
生
や
転
入
に
よ

　

っ
て
支
給
対
象
者
と
な
っ
た
方

�
中
学
生
（
平
成　

年
４
月
に
入

２２

学
す
る
中
学
生
は
除
く
。）を
養

育
さ
れ
て
い
る
方

�
前
年
に
お
い
て
所
得
制
限
を
超

　

え
て
い
た
な
ど
で
、
児
童
手
当

　

を
受
給
し
て
い
な
か
っ
た
方

公
務
員
の
方
は

　

児
童
手
当
同
様
に
所
属
す
る
官

　

公
庁
が
子
ど
も
手
当
を
支
給
し

　

ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	

　

子
ど
も
手
当
制
度
が
始
ま
る
こ

と
で
、
児
童
手
当
は
３
月
分
ま
で

の
支
給
で
終
了
と
な
り
ま
す
。

　

２
月
、
３
月
分
の
児
童
手
当
は

６
月
に
支
給
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�

　

中
学
生
を
養
育
さ
れ
て
い
る
方

や
、
前
年
度
に
お
い
て
所
得
制
限

�

�

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

　

将
来
、
よ
り
高
い
年
金
を
受
け

る
こ
と
を
希
望
す
る
人
は
、
定
額

保
険
料
に
加
え
、
付
加
保
険
料
（

月
額
４
０
０
円
）
を
納
め
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

付
加
年
金
の
受
給
額
は
、
２
０

０
円
×
付
加
保
険
料
納
付
月
数
で

す
。

　

例
え
ば
、
付
加
保
険
料
を　

年
２０

間
納
付
し
た
場
合

付
加
保
険
料

　

４
０
０
円
×　

年（
２
４
０
月
）

２０

　
　
　
　
　
　

＝
９
６
０
０
０
円

付
加
年
金
額

　

２
０
０
円
×　

年（
２
４
０
月
）

２０

＝
４
８
０
０
０
円
（
年
額
）

　

付
加
年
金
を
２
年
間
受
給
す
る

と
納
付
し
た
付
加
保
険
料
総
額
と

同
額
に
な
り
ま
す
。

※
右
記
の
付
加
年
金
額
は
、　

歳
６５

か
ら
受
給
し
た
場
合
の
年
金
額

で
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

加
入
で
き
る
方
は
、
第
１
号
被

保
険
者
・
任
意
加
入
被
保
険
者
に

該
当
す
る
方
で
す
。

　

年
金
を
受
給
中
の
方
、
社
会
保

険
に
加
入
し
て
い
る
方
、
第
３
号

被
保
険
者
の
方
、
国
民
年
金
基
金

に
加
入
中
の
方
は
付
加
年
金
に
加

入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。



����������� ����

を
超
え
て
い
た
方
に
は
、
４
月
中

旬
（
予
定
）
ま
で
に
必
要
書
類
を

送
付
し
ま
す
。
必
要
書
類
が
届
き

次
第
、
住
民
生
活
課
、
ま
た
は
神

崎
支
庁
舎
で
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

住
民
生
活
課

　
　
　
　

�
３
４
―

０
９
６
２

�
�

�
�
�
�
�
�
�
	

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

　

精
神
的
、
経
済
的
負
担
の
大
き

い
入
院
医
療
を
対
象
と
す
る
子
ど

も
医
療
費
助
成
制
度
が
４
月
か
ら

始
ま
り
ま
す
。

対
象
者

　

小
学
４
年
生
か
ら
中
学
３
年
生

　

ま
で
の
児
童
・
生
徒

対
象
医
療

　

入
院
の
み
（
通
院
は
対
象
外
）

所
得
要
件

　

保
護
者
又
は
扶
養
義
務
者
の
市

　

町
村
民
税
所
得
割
税
額
が
２
３

　

５
０
０
０
円
未
満

助
成
内
容

　

医
療
保
険
の
自
己
負
担
額
（
３

　

割
）
の
１
／
３
を
助
成

申
請
に
必
要
な
も
の

　

医
療
機
関
発
行
の
領
収
書
、
対

　

象
者
の
保
険
証
、
印
鑑
、
振
込

　

先
の
通
帳

申
請
場
所

　

住
民
生
活
課
、
ま
た
は
神
崎
支

　

庁
舎

問
い
合
わ
せ　

住
民
生
活
課

　
　
　
　

�
３
４
―

０
９
６
２

�
�

�
�
�
�
�
�
�

　

町
内
の
保
育
所
で
は
、
一
時
預

か
り
保
育
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

保
護
者
の
傷
病
、
入
院
、
冠
婚

葬
祭
等
や
む
を
得
な
い
理
由
が
生

じ
た
と
き
や
育
児
等
に
伴
う
心
理

的
肉
体
的
負
担
を
解
消
し
た
い
と

き
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

対　

象

　

０
歳
か
ら
就
学
前
の
乳
幼
児

実
施
日
・
実
施
時
間

　

保
育
所
の
休
業
日
を
除
い
た
日

　

の
保
育
時
間
内

実
施
保
育
所

　

神
崎
保
育
園
、
寺
前
保
育
所

申
込
み

　

希
望
保
育
所
へ
直
接

利
用
料

３
歳
未
満
児

　

４
時
間
以
内
２
０
０
０
円
／
日

　

４
時
間
以
上
２
５
０
０
円
／
日

３
歳
以
上
児

　

４
時
間
以
内
１
８
０
０
円
／
日

　

４
時
間
以
上
２
３
０
０
円
／
日

問
い
合
わ
せ

　

神
崎
保
育
園

�
３
２
―

０
２
８
４

　

寺
前
保
育
所

�
３
４
―

１
５
３
８

　

住
民
生
活
課

�
３
４
―

０
９
６
２

�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
�

　

次
の
①
〜
③
の
い
ず
れ
か
に
該

当
さ
れ
る
場
合
、
規
定
の
料
金
が

減
免
さ
れ
ま
す
。

　

該
当
さ
れ
る
場
合
は
、
ケ
ー
ブ

ル
テ
レ
ビ
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

該
当
基
準
・
減
免
額

①
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
保

護
を
受
け
て
い
る
加
入
者

　

…
加
入
者
負
担
金
、
基
本
料
金

　

の
全
額
免
除

②
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
規
定
す

る
１
級
２
級
に
該
当
す
る
身
体

障
害
者
手
帳
を
所
持
す
る
視
覚
、

聴
覚
障
害
者
に
該
当
し
、
か
つ

主
た
る
生
計
維
持
者
で
あ
る
加

入
者

　

…
加
入
者
負
担
金
、
基
本
料
金

　
　

の
半
額
免
除

③
独
居
の
者
で　

歳
以
上
の
加
入

７０

　

者

　

…
加
入
者
負
担
金
、
基
本
料
金

　
　

の
半
額
免
除

申
請

　

②
に
該
当
さ
れ
る
場
合
は
、
身

　

体
障
害
者
手
帳
の
コ
ピ
ー
を
添

　

付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

③
に
該
当
さ
れ
る
場
合
は
、
民

　

生
委
員
か
ら
状
況
確
認
を
受
け

　

た
う
え
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
請
書
は
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ

局
舎
に
あ
り
ま
す
。

※
申
請
後
、
該
当
理
由
か
ら
外
れ

た
場
合
は
、
必
ず
減
免
解
除
申

請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
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４
月
１
日
か
ら
セ
ン
タ
ー
長
谷

で
の
取
り
扱
い
業
務
を
一
部
縮
小

し
、
㈱
長
谷
に
委
託
し
ま
す
。
取

扱
業
務
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

・
住
民
票
の
写
し
の
交
付

・
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
の
交

　

付
（
町
様
式
の
み
）

・
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付

・
所
得
証
明
書
の
交
付

・
課
税
証
明
書
の
交
付

・
固
定
資
産
の
評
価
証
明
書
の
交

　

付
（
町
様
式
の
み
）

・
納
税
証
明
書
の
交
付
（
軽
自
動

　

車
税
の
み
）

　

こ
の
業
務
に
従
事
す
る
事
業
者

及
び
事
務
員
は
、
町
職
員
と
同
様

の
守
秘
義
務
と
刑
法
そ
の
他
の
罰

則
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

総
務
課

　
　
　
　

�
３
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J
R
寺
前
駅
前
に
建
設
中
の
神

河
町
観
光
交
流
セ
ン
タ
ー
が
、
４

月　

日
（
土
）
に
オ
ー
プ
ン
し
ま

１７
す
。
愛
称
は
、
カ
ー
ミ
ン
の
観
光

案
内
所
で
す
。

　

観
光
交
流
セ
ン
タ
ー
は
、
観
光

情
報
の
収
集
や
提
供
、
地
域
特
産

物
な
ど
の
販
売
、
写
真
等
の
展
示
、

駅
前
周
辺
の
活
性
化
等
を
目
的
に

整
備
し
て
い
ま
す
。

　

管
理
運
営
は
、
神
河
町
観
光
協

会
が
行
い
ま
す
。

　

カ
ー
ミ
ン
の
観
光
案
内
所
に
ぜ

ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　

地
域
振
興
課

�
３
４
―

０
９
７
１

　

神
河
町
観
光
協
会

�
３
２
―

２
３
１
６

　
　
　
　
　
　

（
４
月　

日
ま
で
）

１５

�
３
４
―

１
０
０
１

　
　
　
　
　
　

（
４
月　

日
か
ら
）

１６

※
寺
前
駅
待
合
所
と
ト
イ
レ
の
改

修
は
、
５
月　

日
に
完
成
す
る

３１

予
定
で
す
。

　

利
用
者
の
皆
様
に
は
、
ご
不
便

を
お
か
け
し
て
い
ま
す
が
、
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。
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地域の話題、イベントがありましたら情報センター（� 32 － 2752）
までお知らせください。

　３月９日、兵庫県民会館で兵庫県選挙管理委員会表彰
式典が開催され、昨年８月３０日執行の衆議院議員総選挙
に係る管理執行及び選挙啓発に貢献し、その功績が顕著
で他の模範となる団体及び個人に対して県選挙管理委員
会から表彰及び感謝状が授与されました。
　当町から委員の部において、中野正博前委員（昨年１２
月８日退任）が受賞されました。

��������	
������

　募集していました神河ユニバーサル社会づくり運動のシンボルマークは、大河内中
学校三年生の福村悠希さんの作品に決まり、３月１４日にグリンデルホールで開かれ
た「ふれあい倶楽部」の会場で表彰されました。
　福村さんの作品は、大人と子どもが手をつないで、ハート型をつくったところをデ

ザインしたものです。
　なお、応募には一般、高校生、中学生の１４６名からあり、選考は、神河ユニバーサル社会づくり協議会
委員の方にお願いしましたが、優秀な作品が多く、頭を抱えておられました。
　入選された方は、次のとおりです。（敬称略）

��������	
��������������

最優秀賞：大河内中学校　福村　悠希
優 秀 賞：神崎高等学校　長谷川拓真
　　　　　　　〃　　　　木村　由里
　　　　　　　〃　　　　森下小百合
　　　　　神崎中学校　　上田　若奈
　　　　　大河内中学校　藤原　真央

　立石さんは、３４年間教職員として主に神崎郡内
の小中学校に務められ、昭和５７年から昭和６０年
の間、大河内町教育長として大河内町教育の充実
に貢献されました。

��������	
������						
��������������	
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訂正とお詫び　３月号で掲載しました神河町新キャラクター紹介の見出しが「チャーミン」となっておりました。
　　　　　　　正しくは������です。ここに訂正しお詫びいたします。
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　「礼に始まり礼に終わる」は日本の武道に共通する考え方です。その道によって礼のあり方に若干の違い
はあれど「初めから終わりまで相手に対する敬意を失ってはいけない。」「勝ち負けいずれにしても相手を
尊重しなければならない。」といった教えです。
　神河町にもたくさんの武道クラブがあります。一度体験して、武道の精神を学んでみてはいかがでしょ
うか？体験教室をしている協会もありますので、一度お問い合わせください。
��������	
��

○神河町剣道協会      
○神河町合気道協会 
○神河町空手協会         
○神崎柔道クラブ         
○少林寺拳法神崎支部       
○その他（空手道場等）

�����
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���������

◎コース
　①越知川名水街道コース（新田／８：５０出発）
　②深山・新緑の道コース（川上／１０：３０出発）
　③蛍の舞う小径コース（上小田／１０：５０出発）
　④銀の馬車道コース（猪篠／１０：５０出発）
　⑤かみかわ歴史街道コース（粟賀町／１２：３０出発）
　ゴール　１５時３０分（予定）　１５：３０～完歩の集い
◎参加費　無料
◎申込み
　　全コースウォーク参加を希望される方は、５月１７日（月）
　までに教育課へ
　※ウォーキングサポーター（運営スタッフ）も募集中！　

���������	
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　５月２６日の２０１０チャレンジデーのメイン事業として８,０００人のウォーキングを開催します。
　町内５箇所をスタートし、神河町役場までみんなで歩きます。
　スタートからゴールまでを歩く「全コースウォーク」と集落内を歩く「バス停間ウォーク」があり、自
分の体力に合わせて好きなコースを選んで参加してください。

���������	
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　チャレンジデーまであと２ヵ月余りとなりました。今
年のチャレンジデーには全国１１１の市町村と地域が参加
し、岩手県一戸町（いちのへまち）と対戦します。
　昨年の一戸町の参加率は７５.５％で（神河町は５１.２％）
大変手強い相手となりました。この日は、町内上げて運
動に取り組み一戸町に勝利しましょう！
　また、チャレンジデーをきっかけに「運動やスポーツを
マンスリー（ときどき）からデイリー（日常化）に」し
て健康づくりに心がけましょう！

���������	
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　チャレンジデーのもう一つの町イベントとしてロープ
ジャンプＸ大会を開催します。スポーツクラブ、職場、
子ども会、消防団などでチームを編成し、ぜひご参加く
ださい。
と　き　５月２６日（水）　午後６時～
ところ　神崎体育センター
○ロープジャンプＸとは、簡単に言うと大縄跳びです。

跳んだ人数×回数で、そのポイントを競い合います。
○ロープジャンプＸ

は、チ ャ レ ン ジ
デーの全国共通種
目で、全国の上位
３チームが表彰さ
れます。あわせて
神河町の上位３
チームを表彰し、
全国大会に登録し
ます。
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登録方法や地域・団体のプログラムは決まり次第お知ら
せします。不明な点は教育課までお問い合わせください。
問い合わせ　教育課　電話３４－０２１２

������
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��������

◎



平成２２年４月１日 ��

健　　診　　会　　場実　施　日（曜）検　　診　　種　　別

大河内保健福祉センター
１６日（水）

６月

町ぐるみ健診

・特定 ( 基本 ) 健診
・肺がん検診
・胃がん検診
・大腸がん検診
・前立腺がん検診
・肝炎ウイルス検診
・骨粗しょう症検診（新規実施）
　

日曜健診（未受診者対象）→

１７日（木）
１８日（金）

大畑コミュニティセンター２８日（月）
南小田小学校体育館２９日（火）
町民体育館（長谷）１４日（水）７月

神崎支庁舎

１４日（火）

９月
１５日（水）
１６日（木）
２９日（水）
３０日（木）
２１日（日）１１月

公立神崎総合病院

２１日（金）
５月婦人セット健診

・子宮がん検診
・乳がん検診
　　視触診
　　マンモグラフィ
・骨粗しょう症検診

２８日（金）
６日（金）

８月
２０日（金）
１０日（金）９月
１５日（金）１０月
５日（金）１１月

【注意】
※平成２２年度から子宮がん検診・乳がん検診（マンモ併用）・骨粗しょう症検診については、２ 年に１回
　の受診となります。昨年度受診された方は、今年度はご遠慮ください。

対　　　　象実　施　場　所実　施　時　間実　　施　　日検　診　種　別

２０歳以上 ※要予約

公立神崎
総合病院

８：４５～１１：００通年　毎週月～金曜日子 宮 が ん 検 診

３０歳代　 ※要予約８：４５～１１：００通年　毎週木曜日
乳 が ん 検 診
（ 視 触 診 単 独 ）

４０歳以上 ※要予約１３：４５～１５：４５
平成２３年１月～３月
毎週水曜日

乳 が ん 検 診
（ マ ン モ 併 用 ）

４０歳～７４歳
１００名限定

１３：００・１４：００通年　毎週水曜日脳 検 査

１００名限定８：３０～１１：００５月～８月の第３土曜日腹 部 エ コ ー 検 診

※個別検診の子宮がん検診および乳がん検診は、予約制です。
　予約は、平日午後１時～４時の間に公立神崎総合病院地域医療係（�３２－２４５７）まで
※脳検査は４月９日（金）に、腹部エコー検診は４月１６日（金）に受診者の募集を行います。
　脳検査と腹部エコー検診の申し込みは、この広報と一緒にお届けしています受診者募集チラシ（みどり色）
　をご覧ください。
※乳がん検診（視触診単独）以外は、今年度から２年に１回の受診となります。昨年度受診された方は、今

年度はご遠慮ください。
問い合わせ　健康福祉課　�３２－２４２１　ＣＡＴＶ９９－４１６５
※大河内エリアからＣＡＴＶ電話でおかけの場合は、電話番号の前に「１２３」を押してください。
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※町ぐるみ健診と婦人セット健診の申込書（４月初旬全世帯に郵送）は、申し込みの有無に関わらず、世帯
全員の方を記入して提出してください。

※申込者には、受診日の１０日程前に受診案内と健診受診票を送付します。
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������…町が費用を負担します。
　　三種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風）、二種混合（ジフテリア・破傷風）、ポリオ、ＭＲ混合（麻

疹・風疹）、日本脳炎、ＢＣＧ（結核）、インフルエンザ（対象年齢規定６５歳以上の者）
������…都道府県知事が指定した臨時的なもの。
������…個人の費用負担によるもの。
　　インフルエンザ（定期接種対象者以外の者）、おたふくかぜ、水痘、Ｂ型肝炎、肺炎球菌、Ａ型肝炎、

狂犬病、その他定期接種で対象年齢の枠外に行うもの
��������	
������������������
　　中学１年生と高校３年生の年齢期の麻しん・風しん予防接種が定期接種化されました。
　　平成１８年４月から定期接種の麻疹及び風疹の予防接種が、ＭＲ混合ワクチン（麻疹・風疹混合ワクチ

ン）予防接種の方法に変わり、麻疹及び風疹の予防接種が同時に行えるようになりました。
　　平成２０年４月１日から平成２５年３月３１日までの５年間限定で、中学１年生時期にある者と高校３年

生時期にある者が定期接種の対象者として追加されました。
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町内医療機関対　　　象　　　者接　種　月　日区　分ワクチン名

神崎支庁舎

Ｈ 21.11.27 ～Ｈ 22.  1.16 生まれ4 月 16 日（金）４月期

ＢＣＧ
（集団接種）

Ｈ 22.  1.17 ～Ｈ 22.  3.25 生まれ6 月 25 日（金）６月期
Ｈ 22.  3.26 ～Ｈ 22.  5.27 生まれ8 月 27 日（金）８月期
Ｈ 22.  5.28 ～Ｈ 22.  7.22 生まれ１０月 22 日（金）10 月期
Ｈ 22.  7.23 ～Ｈ 22.  9.17 生まれ１２月 17 日（金）12 月期
Ｈ 22.  9.18 ～Ｈ 22.11.25 生まれ 2 月 25 日（金）２月期

神崎支庁舎
Ｈ 21.  2.  1 ～Ｈ 21.  7.31 生まれ 5 月 12 日（水）２回目

ポリオ
（集団接種）

Ｈ 21.  8.  1 ～Ｈ 22.  1.31 生まれ
5 月 19 日（水）

１回目
大河内保健
　福祉センター

6 月   2 日（水）
Ｈ 21.  2.  1 ～Ｈ 21.  7.31 生まれ6 月   9 日（水）２回目

神崎支庁舎
Ｈ 21.  8.  1 ～Ｈ 22.  1.31 生まれ11 月 10 日（水）２回目

Ｈ 22.  2.  1 ～Ｈ 22.  7.31 生まれ
11 月 17 日（水）

１回目
大河内保健
　福祉センター

12 月   1 日（水）
Ｈ 21.  8.  1 ～Ｈ 22.  1.31 生まれ12 月   8 日（水）２回目

立岩医院

山本医院

公立神崎総合病院

Ｈ 21.10. 1 ～Ｈ 22. 9.30 生まれ

（生後５ヶ月を経過した者）

Ｈ 21 年 10 月生まれ4 月

１期

初回

（３回）三種混合
（個別接種）

Ｈ 21 年 11 月生まれ5 月
Ｈ 21 年 12 月生まれ6 月
Ｈ 22 年   1 月生まれ7 月
Ｈ 22 年   2 月生まれ8 月
Ｈ 22 年  3 月生まれ9 月
Ｈ 22 年  4 月生まれ10 月
Ｈ 22 年  5 月生まれ11 月
Ｈ 22 年  6 月生まれ12 月
Ｈ 22 年  7 月生まれ1 月
Ｈ 22 年  8 月生まれ2 月
Ｈ 22 年  9 月生まれ3 月

Ｈ 20. 1. 1 ～ H21. 9.30 生まれ
（１期初回の３回接種を終えて
　１年経過した者）

4 月 1 日（木）～　　　　
２２年 3 月 31 日（木）

１期

追加

立岩医院
山本医院
公立神崎総合病院

Ｈ 10. 4. 2 ～Ｈ 11. 4. 1 生まれ
（小学６年生期にある者）

6 月 1 日（火）～　　　　
6 月 30 日（水）２期

二種混合
（個別接種）

立岩医院

山本医院

公立神崎総合病院

満１歳到達者満１歳到達後すぐに１期

ＭＲ混合
（個別接種）

Ｈ 16. 4. 2 ～Ｈ 17. 4. 1 生まれ
（就学前児童）

4 月 1 日（木）～　　　　
8 月 31 日（火）２期

Ｈ   9. 4. 2 ～Ｈ 10. 4. 1 生まれ
（中学１年生期にある者）

4 月 1 日（木）～　　　　
8 月 31 日（火）３期

立岩医院
山本医院
公立神崎総合病院

Ｈ   4. 4. 2 ～Ｈ   5. 4. 1 生まれ
（高校３年生期にある者）

4 月 1 日（木）～　　　　
8 月 31 日（火）４期

��������	�


【注意事項】・医師等の都合により接種月日を変更する場合があります。　・接種該当者には、通知します。　・日本脳
炎は、現在、乳幼児や児童へ接種勧奨を行っていません。（国からの再開通知があるまでは実施しません。ただし、海
外への転居予定があるなど特別な事情がある場合で、保護者が特に希望される場合は、所定の手続きを受けていただ
ければ公費により接種を受けることができます。）　・接種医療機関は、町内の医療機関とします。（実施曜日、時間
等は、各医療機関により異なるので確認し、予約をしてください。）

　定期接種対象の乳幼児や児童には、感染予防、発病防止、症状の軽減、病気のまん延防止のためにも、必ず予防接種
を受けるよう努めてください。
問い合わせ　健康福祉課　�３２－２４２１
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　今までの定例の交付日がなくなり、窓口交付に変更になりました。
　保健師がいない場合は、交付できない場合がありますので、必ず��に健康福祉課（�３２－２４２１）
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へ連絡のうえお越しください。
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����� うと、子どもは自己主張できなかったという不満が
残るだけでなく、他の子に関わる力も育ちにくくな
ります。また、思い通りにならなくて泣いている子
を、大人が引き寄せて抱きしめてやることは子ども
の感情を静めてはくれますが、子ども自身が自分の
気持ちをコントロールしていく力を養う機会を失っ
てしまいます。だから、子どもが泣いたり、怒った
りしてもじっくり向き合ってみましょう。少し時間
はかかりますが、この感情の動揺がおさまった後、
自分がどう対処したらいいのか見えてくるようです。
　こんな時、そばにいる大人が「自分自身と闘って
いるんだね、がんばっているね」と待ってやる事、
そして、子どもが自分で立ち直ろうとしていること
を支えてやる事、「あのおもちゃで遊びたかったん
だね」と子どもの思いを言葉にしてやることが必要
です。
　「待つ」ということは、簡単なようでなかなか難し
いものです。そんな時、見て見ぬふりをするのでは
なく、子どもの姿をしっかり目の端に留めて見守る
事が「待つ」ことなのではないでしょうか。そして、
それが子どもの“自律”を支える大人の役割なのだ
と思います。　

※公立神崎総合病院小児科では、定期予防接種できません。
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　先日、こんな光景に出会いました。
　他の子とおもちゃの取り合いをして、結局取られ
てしまった男の子です。近くの壁に向かって泣いて
います。とても悔しそうに泣いています。少し離れ
たところにお母さんがいます。少し前なら泣きなが
らすぐお母さんの胸に飛び込んでいました。でも、
この日は今までとは違います。お母さんは男の子が
泣いていることを知っています。でも、自分から声
をかけることはしないで男の子を見守っています。
男の子はまだ壁に向かって泣いています。その場に
いた他のお母さん達も男の子を見守っています。し
ばらく大きな声で泣いていた男の子がお母さんを探
して走っていきました。お母さんは「よくがまんし
たね、えらかったね」と男の子をしっかり抱きしめ
ました。
　もし、大人が「おもちゃの取り合いはだめ！貸し
てあげなさい」と取り合いになる前におさめてしま
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��主食��������
�����������（９人分）

①�は洗って少しかための水加減で炊く。
②��は一口大に切り、�をまぶす。
③���はさっと茹でて２ｃｍ長さ、����は２ｃｍの短

冊、���は小房にする。
④熱した中華鍋に油を入れ、つけ汁を切った��、����、
���、���の順に入れて炒め、肉のつけ汁と�の調味
料を入れる。

⑤炊き上がった���に、�����と���を汁ごと加え
て混ぜる。

　　　　　　　　　　　　　（いずみ会栄養講座レシピより）
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☆ぬけやすい緑黄色野菜を１日１回は食べましょう！
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� �� � � � � � �
その他次回の予定

実　施　日
受 付 時 間対　象　者行　事　名 と　こ　ろ

＊個別に案内
　します

６月２５日�
Ｈ２２．１．１７～
　　３．２５生まれ

��������
１３：００～１３：３０

生後３・４か月児
Ｈ２１．１１．２７～　　
Ｈ２２．１．１６生まれ

３ か 月 児 健 診
（及びＢＣＧ予防接種） 神崎支庁舎（神河町保健センター）

＊個別に案内
　します

５月３１日�
Ｈ２２．１．１７～
　３．２５生まれ

１３：３０～１４：００生後２・３か月児
も ぐ も ぐ 教 室
（ 離 乳 食 教 室 ）

相談希望の方
はご参加くだ
さい

５月７日�
�������

１３：３０～１４：３０
７か月児・１歳児
Ｈ２１．３月　　　
　及び８月生まれ

す く す く 相 談
（ 乳 幼 児 相 談 ） 神崎支庁舎（神河町保健センター）

＊個別に案内
　します

７月２０日�
Ｈ２０．４～６月生まれ

��������
１３：３０～１４：３０２歳１・２か月児

Ｈ２０．２～３月生まれ
２ 歳 児 相 談
（むし歯予防教室） 神崎支庁舎（神河町保健センター）

＊個別に案内
　します

５月２６日�
Ｈ２０．９～１１月生まれ１３：００～１３：３０１歳６・７・８か月児

１ 歳 ６ か 月 児
健 診

＊個別に案内
　します

７月２８日�
Ｈ１９．３～　　
　５月生まれ

��������
１３：００～１３：３０

３歳２・３・４か月児
Ｈ１８．１２～　　　
　Ｈ１９．２月生まれ

３ 歳 児 健 診
神崎支庁舎（神河町保健センター）

＊個別に案内
　します

６月２３日�
Ｈ１８．４～６月生まれ１３：３０～１４：３０４歳児４ 歳 児 相 談

��������
９：００～１２：００一般住民健 康 福 祉

な ん で も 相 談 神崎支庁舎（神河町保健センター）

Ｂ
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対象年齢は原則として満６０歳以上。「教養講座」と「趣味講座」があります。
「あやめ学級」は中央公民館、「あじさい学級」は神崎公民館にて開催。どちらかの学級に
登録しますが、両方の学級の教養講座並びに趣味講座が受講できます。
申し込み：公民館または各地区の高齢者大学運営委員まで。

あじさい学級（原則として第４木曜日１３：００～１４：３０）あやめ学級（原則として第２木曜日１０：２０～１１：５０）
講　　師演　　題曜日開　催　日講　　師演　　題曜日開　催　日

山名宗悟町長１０：３０～１１：００　あやめ・あじさい合同開講式　会場：中央公民館
１１：１０～１２：３０　教養講座「２２年度町政展望」　あやめ学級趣味講座　１３：００～木５月２０日

第３木曜日
あじさい学級趣味講座のみ実施　（９：４５～１１：４５）木５月２７日

WAHAHA 代表
木元聖花先生健康に生きる秘訣木６月２４日人権擁護委員

吉田八郎先生
熟年をいきいき生き
る木６月１０日

県立歴史博物館
神戸佳文先生仏像の見方木７月２２日姫路老人クラブ連合会

講師：木村真守先生
よい歌は時代をこえ
て歌い継がれる木７月８日

澤田博行教育長１０：３０～１２：００あやめ・あじさい学級合同教養講座「今学校では」　会場：神崎公民館
（８月の趣味講座はありません）

木８月１９日
第３木曜日

８：００～１０：００予定　あやめ・あじさい学級　ボランティア活動木８月２６日
第４木曜日

東洋医学講師
加茂田喬先生健康を守る「つぼ」木９月１６日

第３木曜日
文学研究家
上田真子先生

家族とは
～高齢者の役割～木９月９日

「館外研修」　あやめ・あじさい学級合同木９月３０日
第５木曜日

姫路税務署税のはなし木１０月２１日
第３木曜日

姫路セントラルパークサファリパーク
園長　奥田和男先生命のぬくもり木１０月７日

第１木曜日

「グランドゴルフを楽しもう」　あやめ・あじさい学級合同木１０月１４日
第２木曜日

夢前夢工房代表取締役
衣笠愛之先生

次世代に伝えるべき
もの木１１月２５日福崎保健所健康な生活木１１月１１日

関西電力姫路営業所環境とエネルギー木１２月１６日
第３木曜日

姫路市生活科学セン
ター安全な暮らし木１２月９日

兵庫県警「スタウス」高齢者の交通安全木平成２３年
１月２７日

宍粟市消防庁防災課
北川元男先生山崎断層に備えて木平成２３年

１月１３日
トータルマナー研究所
河本栄味子先生魅力的な話し方木２月２４日安富マジッククラブ

小坂隆雄先生
手品でさわやかライ
フ木２月１０日

高齢者大学　芸能発表会　会場：グリンデルホール
ロビー展（神崎公民館　２月１６日～２月２４日・中央公民館２月２６・２７日）日２月２７日

ひょうご笑いの会理事長
三遊亭楽団治先生

１０：３０～１１：５０　教養講座「元気はつらつすこやか人生」
１２：００～１２：３０　あやめ・あじさい合同閉校式　会場：神崎公民館　　　　　（趣味講座なし）

木３月１０日
第２木曜日

����　あやめ学級　１３：００～１５：００　　　あじさい学級　９：４５～１１：４５
　あやめ学級　　会場：中央公民館／園芸、民謡、俳句、短歌、色鉛筆画、グランドゴルフ
　あじさい学級　会場：神崎公民館／園芸、歌謡、書道、茶道、華道、民謡踊り、野の花、若返り（ゲートボール）

�����
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対象は、成人。
会場は、両公民館で交互に開催。開催日は、原則毎月第３土曜日１３：３０～１５：００
申し込み：公民館

��������	
��　

平成２２年度　成人ゼミナール予定表（原則第３土曜日）１３：３０～１５：００
講　　　　　　師演　　　　　題主　　題場所曜日開　催　日

元姫路科学館長　家永善文先生「町花」桜のはなし身近な植物神崎土５月１５日
元姫路日ノ本短期大学教授　山羽小百合先生中年からの元気学生き方の創造中公土６月１９日
福崎町辻川界隈バスにて館外研修神崎郡探訪館外土７月１７日
元日本人学校講師　中右孝人先生日本人学校から見た中国の現状国際理解神崎土８月２１日
全日本愛瓢会　評議員兼栽培部長　大中政實先生豊かな人生を求めて～私と趣味～豊かな人生中公土９月１８日

西はりま天文台バスにて館外研修宇宙へのいざ
ない館外土１０月２３日

第４土曜日
音楽療法士　長田裕恵先生音楽で心も体もリフレッシュ音楽の効用神崎土１１月２０日
歴史研究家　黒田美江子先生日本人の心歴史に学ぶ中公土１２月１８日
町役場　健康福祉課健康づくり健やかな生活神崎土１月１５日
神戸新聞社姫路支社西播磨この１年時事問題中公土２月１９日

���
�����

����　　　 中央公民館会場　「英会話教室（初級）」「ドライフラワー教室」
　　　　　　　  神崎公民館会場　「古文書教室（初級）」「パソコン教室」
�����　　後日募集
申し込み：公民館（パソコン・ドライフラワーは後日募集）
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�������
教室の亡霊 内田　康夫
夕暴雨　　東京湾臨海署安積班 今野　　敏
ブラック・ローズ 新堂　冬樹
マンボウ家の思い出旅行 北　　杜夫
俳句、はじめました 岸本　葉子
食堂かたつむりの料理 小川　　糸
免疫力を高める生き方 新谷　弘実
どんな相手ともラクに話せる「話し方」の裏ワザ
 三橋　泰介
ぎゅうってだいすき（絵本） きむらゆういち
 他２２冊

�������
最終定理 アーサー・Ｃ・クラーク＆

 　　　　　　　　フレデリック・ポール
親鸞　上・下 五木　寛之
花世の立春 平岩　弓枝
さよならドビュッシー 中山　七里
トギオ  太朗想史郎
Ｎのために 湊　かなえ
楊令伝　　十二　九天の章 北方　謙三
ほかならぬ人へ 白石　一文
私の家では何も起こらない 恩田　　陸
 他１６冊
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�
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大
寒
や
夜
明
け
に
遠
く
救
急
車 

浅
田　

咲
子

寒
肥
や
液
肥
薄
め
て
花
の
鉢 

上
野　

綾
子

初
春
の
曾
孫
の
写
真
届
き
け
り 

小
寺
美
智
子

度
忘
れ
の
た
び
に
辞
書
ひ
く
春
炬
燵 

田
中　

文
子

う
ら
ら
か
や
ゆ
っ
く
り
は
ま
る
と
び
の
声 

中
島
富
久
代

臘
梅
や
主
な
き
家
の
明
る
う
て 

藤
原　

彰
子

遠
く
よ
り
子
ら
の
声
せ
り
日
脚
伸
ぶ 

藤
原　

慶
子

水
仙
の
ま
ば
ら
に
花
を
つ
け
に
け
り 

吉
岡　

幸
子

�

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


廃
農
具
の
回
収
車
過
ぎ
行
き
し
後

　
　

カ
ラ
ス
の
声
が
又
鳴
き
渡
る 

鉢
木　

慶
子

夜
の
窓
も
外
は
明
る
し
障
子
戸
を

　
　

あ
け
て
見
た
れ
ば
雪
つ
も
り
い
る　
　
　

古
川　

雍
子

節
分
の
豆
ま
き
を
す
る
大
豆
炒
る

　
　

カ
ラ
カ
ラ
転
び
は
じ
け
て
か
お
る　
　
　

本
田
ふ
さ
ゑ

明
る
い
と
思
っ
て
外
を
な
が
む
れ
ば

　
　

雪
が
積
っ
て
首
を
ち
ぢ
む
る　
　
　
　
　

坂
元
八
千
代

�

�
�
�
�
�
�

春
寒
し
川
面
に
立
ち
し
鷺
一
羽 

竹
西　

教
子

初
音
か
な
手
を
止
め
耳
を
待
ち
お
り
て 

中
島　

恵
子

初
音
と
は
里
山
よ
り
の
よ
き
便
り 

山
名
き
く
ゑ

う
ぐ
い
す
や
鳴
く
日
待
ち
つ
つ
谷
に
生
き 

中
野
く
に
ゑ

チ
ラ
シ
ほ
ど
効
か
ぬ
腰
痛
寒
き
春 

足
立　

次
枝

 
宴 
果
て
残
り
寒
さ
や
夜
も
更
け
て 

松
本
や
ゑ
子

う
た
げ

�

�
�
�
�
�
�
�

開
墾
せ
し
山
に
植
え
た
る
梅
の
木
の

　
　

五
十
年
た
て
ど
花
ば
か
り
な
り　
　
　
　

中
野　

茂
宇

梅
の
木
に
積
も
り
し
雪
が
花
の
ご
と

　
　

風
の
吹
く
た
び
散
り
て
ゆ
き
た
り　
　
　

澤
田　

幸
江

手
作
り
の
土
筆
菜
の
花
枝
垂
れ
梅

　
　

机
の
片
隅
春
が
漂
う　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原　

久
美

お
ぼ
ろ
げ
に
脳
裏
に
う
か
ぶ
か
の
梅
林　

　
　

や
さ
し
き
声
と
春
の
香
の
し
て　
　
　
　

澤
田　

正
美

日
々
育
つ
幼
の
智
恵
の
い
ち
じ
る
し

　
　

我
よ
り
先
を
考
え
お
り
て　
　
　
　
　
　

中
野　

満
代

��������

���������

����������

������������������	


�
　世界中の数学者を魅了してきたフェルマーの最終
定理の簡潔な証明に挑むスリランカの大学生ランジ
ット－その波乱万丈の人生と、人類をはるかにしの
ぐ超知性をもった異星人の驚くべき計画を、壮大な
スケールで描く長篇。
　２００８年３月に惜しまれつつ世を去ったアーサー・
Ｃ・クラークの遺作である本書は、クラークがアメ
リカＳＦ界の巨匠フレデリック・ポールと初めて共
作した長篇小説。

������������� �������

　中学校の教室で殺害された元教師が遺した新人
女性教師の写真 !? 机に向かわない生徒、自己中心
的な保護者、自信を失った教師－浅見家の「落ち
こぼれ」光彦が教育問題に直面する最新事件簿。

�������

����������������	
�	

����������������	
��

�������������
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※グループ活動は途中入会もできます。お問い合わせください。

��������	
�
������������������������������

����������������

�������
���������
��
������

������
長 谷
町 民 体 育 館

������
神 崎
体育センター

�

�

�

�

����������������

����������������

�
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�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

����������

������������

��������	
����

　　　　ねんねグループ　１０：００～１０：５５
　　　　あんよグループ　１１：０５～１２：００

����体育館シューズ（大人）・お茶・汗拭き
　　　　タオル・バスタオル（ねんね）

���　４月１４日（水）１０：００～１１：３０
���　神崎支庁舎
���　子育て中の保護者と子ども（おじいちゃん・
　　　　　おばあちゃんもお孫さんと一緒にどうぞ）
���　おままごと、汽車、ボールプール…、たくさ

 んのおもちゃで自由に遊べます。
　　　　 ご希望により子育て相談も受け付けています。
���　無料
���　お茶

� � � � � �

　こんにちは！神河町子育て学習センターです。
　子育て学習センターは、今年度４月よりきらきら教室とにこにこ教室が１つになり『おひさま』と
名称が変わります。場所は大河内保健福祉センターの２階になり、お父さん、お母さんの子育てを応
援していきます。おじいちゃん、おばあちゃんもお孫さんと一緒に遊びに来てください。

�������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� 																																																																																												��������	

������������	
������

��������	
�������

子どもの年齢でグループに分かれて活動します。子育てグループ活動（要申込）

すくすく赤ちゃん体操　親子ハッピー体操体操教室（要申込）

にこにこタイム・すこやか広場他（自由参加）

育児、友人関係・家族関係どんなことでもご相談ください。一人で悩まず一緒に考えましょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（秘密厳守）子育て相談

申込み・問い合わせ　子育て学習センター『おひさま』　�３４－０３１５　�３４－００３５
　　　　　　　　　　受付は、４ 月１日（木）～４月１５日（木）まで
　※詳しくは広報折込みチラシをご覧ください。

��������	
�
３歳（H１８.４.２～ H１９.４.１） 　　月２回木曜日
２歳（H１９.４.２～ H２０.４.１） 　　月２回木曜日
１歳（H２０.４.２～ 満１歳） 　　月２回火曜日
０歳（妊娠中の方も入れます） 　　月２回水曜日
幼稚園以上の子どもを持つママ　 月１回月曜日

������
��������	


　２歳児コース（H１９.４.２～ H２０.４.１）
　３歳児コース（H１８.４.２～ H１９.４.１）
����������

　ねんねコース　生後４ヶ月～１歳
　あんよコース　１歳～

�����
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《お知らせ・約束》
　きらきら館は、小さな子どもから高齢者の方
まで自由に使える施設です。
　子ども同士で遊んだり、本を読んだり、パソ
コンをしたりと色々活用していただけます。
　施設利用の約束を守り、楽しいふれあいの場
となるよう、ご協力をお願いします。
※お互いがあいさつしましょう。
※食べ物の持込は、慎みましょう。
※ゴミは、各自で持ち帰りましょう。
※保護者が責任をもって、子どもを見ましょう。
※幼稚園以下の子どもは、保護者同伴です。

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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指
定
・
種
別　
　
　

神
河
町
指
定
文
化
財　

史
跡

　

指
定
年
月
日　
　
　

平
成　

年
１
月　

日

１０

２９

　

所
在
地　
　
　
　
　

神
河
町
福
本

　

所
有
者
（
管
理
者
）
神
河
町

�
�
�
�
�
�
�
�
	


��

���
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	

　

福
本
遺
跡
か
ら
は
５
基
の
瓦
窯
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

丸
山
丘
陵
の
斜
面
に
３
基
、
平
坦
地
に
２
基
あ
り
ま
し
た
。

平
坦
地
の
瓦
窯
は
焚
口
に
石
を
用
い
て
お
り
、
こ
こ
の
窯
の

特
徴
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

出
土
瓦
は
斜
面
の
窯
と
平
坦
地
の
窯
に
は
違
い
が
あ
り
、

斜
面
の
窯
の
方
が
先
に
作
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
瓦
が
生
産
さ
れ
た
年
代
は
、
窯
周
辺
か
ら
出
土
し

た
土
器
か
ら
８
世
紀
初
め
頃
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

福
本
遺
跡
は
平
成　

年
３
月　

日
付
け
で
兵
庫
県
指
定
文

２２

１９

化
財
史
跡
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

福本遺跡の奈良時代の瓦つくり

福本遺跡出土の瓦集合写真
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新
田
ふ
る
さ
と
村
で
は
、
ア
ウ
ト
ド
ア
シ

ー
ズ
ン
開
幕
の
ス
プ
リ
ン
グ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル
を
開
催
し
ま
す
。

　

釣
っ
た
ア
マ
ゴ
の
数
を
競
う
ア
マ
ゴ
釣
り

大
会
、
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
、
ス
ト
リ
ー
ト
ラ

イ
ブ
、
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
手
作
り
の
特

産
品
の
販
売
に
加
え
、「
め
だ
か
の
学
校
」
と

題
し
て
め
だ
か
の
育
て
方
教
室
を
行
い
ま
す
。

春
の
新
田
ふ
る
さ
と
で
は
、
楽
し
い
こ
と
、

美
味
し
い
こ
と
が
い
っ
ぱ
い
で
す
。

と　

き　

４
月　

日
（
日
）

２５

　
　
　
　
　
　
　
　

午
前　

時
〜
午
後
３
時

１０

と
こ
ろ　

新
田
ふ
る
さ
と
村

参
加
費

　

ア
マ
ゴ
釣
り
大
会
（
要
予
約
）

　
　
　
　
　

１
人
５
０
０
円（
貸
し
竿
あ
り
）

　

め
だ
か
の
学
校
（　

人
限
定
）

３０

　
　
　
　
　

１
人
１
０
０
円（
め
だ
か
付
き
）

そ
の
他　

ス
ト
リ
ー
ト
ラ
イ
ブ
、
フ
リ
ー
マ

　

ー
ケ
ッ
ト
の
出
展
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

ご
希
望
の
方
は
、
４
月　

日
ま
で
に
新
田

２０

ふ
る
さ
と
村
へ
（
水
曜
定
休
）

問
い
合
わ
せ　

新
田
ふ
る
さ
と
村

�
３
３
―

０
８
７
０

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	
�

　

中
播
磨
地
域
で
４
月
、
５
月
に
オ
ー
プ
ン

ガ
ー
デ
ン
を
開
催
し
ま
す
。

　

花
と
緑
が
好
き
な
中
播
磨
ハ
ー
ト
フ
ル
ネ

ッ
ト
会
員
が
丹
精
込
め
て
つ
く
っ
た
自
慢
の

庭
を
一
般
公
開
し
ま
す
。

　

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
数
量
限
定
で
配
布
し
ま

す
。
花
が
好
き
な
方
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
か

ら
花
作
り
を
始
め
た
い
方
も
是
非
、
ご
覧
く

だ
さ
い
。

と　

き

　

前
期　

４
月　

日
〜　

日
（　

箇
所
）

１６

１８

１５

　

後
期　

５
月　

日
〜　

日
（
９
箇
所
）

２１

２３

　
　
　
　

３
月
下
旬
〜
４
月
上
旬（
１
箇
所
）

　
　
　
　
　

月
上
旬
〜
下
旬
（
１
箇
所
）

１１

と
こ
ろ　

神
河
町
、
市
川
町
、
福
崎
町
、

　
　
　
　

姫
路
市

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
配
布
場
所

　

地
域
振
興
課
、
神
崎
支
庁
舎
、
長
谷
支
所

問
い
合
わ
せ

　

中
播
磨
県
民
局
ま
ち
づ
く
り
建
築
課

�
（
０
７
９
）
２
８
１
―

９
３
１
３

　

地
域
振
興
課 

�
３
４
―

０
９
７
１

�
�
�
�
��

�
�
	


�
�

�
�
�
�

　

学
校
水
泳
に
む
け
て
、
ク
ロ
ー
ル
の
練
習

を
し
ま
せ
ん
か
？

と　

き　

４
月
２
日
（
金
）、
３
日
（
土
）

　
　
　
　

４
日
（
日
）
午
後
３
時
〜
４
時

対　

象　

小
学
１
年
生
〜
６
年
生

参
加
費　

３
０
０
０
円

問
い
合
わ
せ　

町
民
温
水
プ
ー
ル

�
３
５
―

０
５
３
６

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
	


�

職　
　

種　

フ
ロ
ン
ト

募
集
人
員　

１
名
（
要
経
験
者
）

給　
　

与　

時
給
７
５
０
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
試
用
期
間
１
ヶ
月
）

勤
務
時
間　

午
前
８
時
〜
午
後
７
時
の
内

　
　
　
　
　

５
〜
６
時
間
程
度

問
い
合
わ
せ　

姫
路
キ
ャ
ッ
ス
ル
ホ
テ
ル

　
　
　
　
　

管
理
部　
 

常
峰 

つ
ね
み
ね

　
　

�
（
０
７
９
）
２
８
４
―

４
０
６
１

�
�
�
�
�
�
�
�
	

募
集
期
間　

３
月　

日
（
金
）

２６

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〜
４
月　

日（
水
）

１４

募
集
人
員　

男
性
警
察
官
Ａ　

約
２
０
７
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｂ　

約　
　
　

人
４０

　
　
　
　
　

女
性
警
察
官
Ａ　

約　
　
　

人
２０

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｂ　

約　
　
　

人
１０

　
　
　
　
　

特
別
選
考　

中
国
語　

約
２
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　

情
報
処
理　

約
２
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　

武
道
Ａ
Ｂ　

約
４
人

試
験
日　
　

５
月
９
日
（
日
）

問
い
合
わ
せ　

福
崎
警
察
署
警
務
課

　
　
　
　
　
　
　
　

�
２
３
―

０
１
１
０

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�

　

要
約
筆
記
と
は
、
話
言
葉
を
そ
の
場
で
筆

記
し
、
耳
が
聞
こ
え
な
い
方
や
聞
こ
え
に
く

い
方
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
お
手
伝
い

を
す
る
活
動
で
す
。

と　

き　

４
月　

日
、　

日
、
５
月
８
日
、

１０

２４

　

日
、
６
月　

日
、　

日
の
各
土
曜
日
（
全

２２

１２

２６

６
回
）
午
後
１
時　

分
〜
３
時　

分

３０

３０

と
こ
ろ　

中
央
公
民
館
視
聴
覚
室

受
講
料　

無
料

問
い
合
わ
せ　

社
会
福
祉
協
議
会

�
３
２
―

２
３
０
３

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

　

複
雑
多
様
化
す
る
最
近
の
消
費
生
活
に
関

す
る
相
談
、
苦
情
を
適
切
か
つ
効
率
的
に
処

理
す
る
た
め
、
４
月
１
日
よ
り
神
崎
郡
消
費

生
活
中
核
セ
ン
タ
ー
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
運
営
さ
れ
て
き
た
福
崎
町
立
生

活
科
学
セ
ン
タ
ー
の
専
門
相
談
員
を
増
員
し
、

こ
れ
ま
で
消
費
生
活
相
談
セ
ン
タ
ー
が
な
か

っ
た
神
河
町
か
ら
も
相
談
で
き
ま
す
。
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相
談
日　

毎
週
火
〜
金
曜
日

　
　
　
　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

　
　
　
　
　

（
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
。）

神
崎
郡
消
費
生
活
中
核
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　

（
福
崎
町
立
生
活
科
学
セ
ン
タ
ー
）

場　

所　

福
崎
町
文
化
セ
ン
タ
ー
内

　

�
２
２
―

４
９
７
７

　

な
お
、
こ
れ
ま
で
同
様
、
役
場
で
の
相
談

受
付
も
行
い
ま
す
の
で
、
消
費
生
活
に
関
わ

る
問
題
や
何
か
お
困
り
の
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
ら
お
気
軽
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

土
・
日
の
場
合

　

消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　

�
（
０
５
７
０
）
０
６
４
―

３
７
０

　
（
県
セ
ン
タ
ー
、
も
し
く
は
国
民
生
活
セ

ン
タ
ー
に
つ
な
が
り
ま
す
。
※
年
末
年
始

を
除
く
。）

※
悪
質
商
法
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

・
業
者
の
言
う
こ
と
を
う
の
み
に
し
な
い
。

・
い
ら
な
い
も
の
は
き
っ
ぱ
り
断
る
。

・
そ
の
場
で
す
ぐ
に
契
約
し
な
い
。

・
お
か
し
い
と
思
っ
た
ら
誰
か
に
相
談
す
る
。

※
困
っ
た
時
は
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
相
談

し
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ　

住
民
生
活
課　
　
　
　

  

�

３
４
―

０
９
６
２

�
�
�
�
�
�
�
�
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�
�
�
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４
月
１
日
付
け
で
外
科
に
新
し
く
高
瀬
信

尚
医
師
が
着
任
し
ま
し
た
。

　

整
形
外
科
の
前
田
俊
恒
医
師
の
退
職
に
伴

い
、
４
月
１
日
付
け
で
、
新
し
く
上
藤
淳
郎

医
師
が
着
任
し
ま
し
た
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

４
月
か
ら
偶
数
月
の
第
４
水
曜
日
に
変
更

に
な
り
ま
す
。

４
月　

日（
水
）午
後
１
時　

分
〜

２８

３０

　

神
崎
支
庁
舎

問
い
合
わ
せ

　

社
会
福
祉
協
議
会　

�
３
２
―

２
３
０
３

�
�
�
�
�
�
�
�

４
月
９
日（
金
）午
後
１
時
〜
４
時

　

神
崎
支
庁
舎
（
受
付
は
３
時
ま
で
）

問
い
合
わ
せ

　

社
会
福
祉
協
議
会　

�
３
２
―

２
３
０
３

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

４
月
６
日（
火
）午
前
９
時
〜　

時
１２

　

神
崎
支
庁
舎

問
い
合
わ
せ

　

健
康
福
祉
課　
　
　

�
３
２
―

２
４
２
１
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桜
の
季
節
が
き
ま
し
た
。
今
年
は
、
平
年
よ

り
早
く
咲
く
と
こ
ろ
が
多
い
そ
う
で
す
。

　

民
間
会
社
の
予
想
で
は
、
神
戸
市
で
の
見
頃

が
４
月
５
日
頃
ま
で
と
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

入
園
式
や
入
学
式
に
は
、
新
入
生
を
祝
う
か

の
よ
う
に
満
開
の
桜
が
出
迎
え
て
く
れ
る
こ
と

で
し
ょ
う
。

　

町
内
に
は
桜
の
見
所
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。

神
崎
公
民
館
前
の
越
知
川
の
桜
、
こ
っ
と
ん
亭

前
の
小
田
原
川
の
桜
、
エ
ル
ビ
レ
ッ
ジ
の
桜
、

そ
し
て
桜
華
園
。
こ
の
他
に
も
た
く
さ
ん
あ
る

と
思
い
ま
す
が
、
お
気
に
入
り
の
ス
ポ
ッ
ト
を

見
つ
け
ら
れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
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こ
の
運
動
は
、
尊
い
人
命
を
交
通
事
故
か

ら
守
る
た
め
、
県
民
一
人
ひ
と
り
の
交
通
安

全
意
識
を
高
め
、
思
い
や
り
の
あ
る
交
通
行

動
を
習
慣
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
交
通
事
故

防
止
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
す
。
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子
ど
も
と
高
齢
者
自
身
の
安
全
意
識
の
高

揚
を
図
る
と
と
も
に
、
一
般
の
運
転
者
、
そ

の
他
の
交
通
参
加
者
の
子
ど
も
と
高
齢
者
に

対
す
る
保
護
意
識
の
醸
成
を
図
り
、
交
通
事

故
を
防
止
す
る
。
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ド
ラ
イ
バ
ー
の
皆
さ
ん
、
交
通
ル
ー
ル
を

守
り
、
子
ど
も
や
高
齢
者
を
見
か
け
た
ら
減

速
す
る
な
ど
、
思
い
や
り
の
運
転
に
心
が
け

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
歩
行
者
の
皆
さ
ん
や
自
転
車
を
利

用
さ
れ
る
皆
さ
ん
も
し
っ
か
り
交
通
ル
ー
ル

を
守
り
、
交
通
安
全
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。
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���神崎総合病院

神崎中学校卒業式


